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○伊賀市建設工事等検査要綱 

平成16年11月１日告示第89号 

改正 

平成18年３月31日告示第49号 

平成18年５月25日告示第125号 

平成18年７月５日告示第150号 

平成19年３月７日告示第45号 

平成19年３月30日告示第81号 

平成20年４月１日告示第55号 

平成21年６月５日告示第120号 

平成23年３月31日告示第52号 

平成23年５月26日告示第117号 

平成25年３月18日告示第30号 

平成25年９月30日告示第201号 

平成26年４月１日告示第77号 

平成27年６月25日告示第150号 

平成30年３月30日告示第65号 

令和元年12月27日告示第115号 

令和２年７月３日告示第231号 

令和４年４月１日告示第53号 

令和８年３月27日告示第44号 

伊賀市建設工事等検査要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊賀市契約規則（令和４年伊賀市規則第29号。以下「規則」という。）及び

伊賀市工事執行規則（平成16年伊賀市規則第169号）の規定に基づき、建設工事等に係る検査（以

下「検査」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 検査員 工事等について契約の適正な履行を確認するため、検査を実施する職員をいう。 
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(２) 建設工事等 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事並びに測

量、調査、設計、製造及び修繕工事（以下「工事等」という。）とする。 

(３) 事業担当課 工事等の施工を主管する課をいう。 

(４) 監督員 工事等の請負について、当該工事等を監督する職員をいう。 

(５) 受注者 規則第25条第１項に規定する契約者をいう。 

（検査の種類等） 

第３条 検査の種類とその内容は次のとおりとする。 

(１) 完成検査 契約書、設計書及びその他関係書類に基づき、工事等が完成したときに行う検

査 

(２) 出来高部分検査 契約書、設計書及びその他関係書類に基づき、工事等の一部が完成した

ときに、その完成部分について工事等費用の部分払いをしようとするときに行う検査 

(３) 中間検査 検査員が、必要があると認めたとき又は事業担当課長から依頼があった場合に

工事等の施工途中において行う検査 

２ 前項に規定する検査は、最終契約金額が200万円を超える工事等を対象とし、最終契約金額が200

万円以下の工事等については、別に定める伊賀市建設工事等の検査事務の手引き（以下「手引き」

という。）により検査するものとする。 

３ 会計検査については、事業担当課が説明するものとし、担当課の要請があれば、検査員は立ち

会うものとする。 

（検査事務の処理） 

第４条 市が執行する工事等の検査事務は、契約監理課長が処理する。 

２ 検査事務の全部、又は一部を本庁又は各支所の検査員に処理させることができる。 

３ 前項の規定により、本庁又は各支所の検査員が検査事務の全部又は一部を処理する場合におい

ては手引きにより、検査員を選定し、任命する。 

（検査員の権限） 

第５条 検査員は、工程管理及び土木工事検査基準、電気機械設備工事検査基準、営繕工事検査基

準及び測量・調査・設計業務検査基準に基づき工事等の改善を図るため、事業担当課長、監督員、

又は受注者に対し、設計、施工技術等について必要な指示をすることができる。 

２ 検査員は、検査に当たり特に必要があるときは、監督員及び受注者に対して当該工事に関する

説明を求め、又は検査目的物の一部の破壊、その他の措置を要求することができる。この場合に

おいて受注者は、検査後直ちに自己の負担により原形に復さなければならない。 
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（検査の実施） 

第６条 工事等に係る完成検査、出来高部分検査及び中間検査は、検査員が契約書、設計書、その

他の関係書類に基づいて、適正かつ厳正に行わなければならない。 

２ 検査の方法等については、土木工事検査基準、電気機械設備工事検査基準、営繕工事検査基準

及び測量・調査・設計業務検査基準に基づいて実施するものとする。 

（検査実施の手続） 

第７条 事業担当課長は、工事等請負契約締結後速やかに工事等請負契約書及び関係書類等の写し

を契約監理課長に提出するものとする。 

２ 契約監理課長は、前項の規定による提出を受けたときは、工事等検査台帳を作成し、検査計画

を立てるものとする。 

３ 事業担当課長は、検査を受けようとするときは、検査依頼書（様式第１号の３）及び検査に必

要な関係書類を、契約監理課長に提出するものとする。 

４ 契約監理課長は、前項の規定による提出を受けたときは、検査任命書（様式第１号）、（様式

第１号の２）により、検査を実施する日時及び検査員を決定し、工事等検査実施通知書（様式第

２号）により、事業担当課長に通知するものとする。 

５ 事業担当課長は、前項に規定する通知を受けたときは、検査日時等について当該工事等を担当

した監督員及び受注者に対し通知するものとする。 

（検査の立会い） 

第８条 監督員は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。ただし、監督員にや

むを得ない事由がある場合は、あらかじめ検査員の承諾を得て事業担当課長の命じた者に代える

ことができるものとする。 

２ 受注者又は現場代理人は、前項の監督員又はその代理の者とともに検査に立ち会い、検査員の

指示に従わなければならない。ただし、これらの者にやむを得ない事由がある場合は、あらかじ

め検査員の承諾を得て受注者の指名した者に代えることができるものとする。 

（検査の実施報告） 

第９条 検査員は、検査を実施したときは、工事等検査報告書（様式第３号）、その他検査に関す

る書類を作成して、契約監理課長に報告しなければならない。 

（検査認定の通知） 

第10条 契約監理課長は、前条の規定による報告を受けたときは、工事等検査認定通知書（様式第

４号）により事業担当課長に通知するものとする。 
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２ 事業担当課長は、前項に規定する通知を受けたときは、当該工事等を担当する監督員及び受注

者に対し、その旨を通知するものとする。 

（手直し指示） 

第11条 契約監理課長は、検査の結果不合格の部分があるときは、事業担当課長に対し、その不合

格部分について、手直しを命ずることができる。 

２ 事業担当課長は、前項の命令を受けたときは、受注者に対しその不合格部分について手直し指

示書（様式第５号）により指示するものとする。 

３ 事業担当課長は、前項の手直しが完了したときは、手直し完了報告書（様式第６号）及び再検

査依頼書（様式第７号）を契約監理課長に提出し、改めて検査を受けるものとする。 

（書類判定） 

第12条 検査員は、地中又は水中等外部に現れない工事でその適否の判断が困難な場合には、監督

員から工事施工の状況等を聴取するとともに、記録、写真資料その他関係書類に基づいて判定す

ることができる。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日告示第49号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年５月25日告示第125号） 

この告示は、平成18年５月25日から施行し、改正後の伊賀市建設工事検査要綱の規定は平成18年

４月１日から適用する。 

附 則（平成18年７月５日告示第150号） 

この告示は、平成18年８月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月７日告示第45号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日告示第81号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年４月１日告示第55号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成21年６月５日告示第120号） 

この告示は、平成21年６月５日から施行し、改正後の伊賀市建設工事等検査要綱等の規定は、平

成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年３月31日告示第52号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月26日告示第117号） 

この告示は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月18日告示第30号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年９月30日告示第201号） 

この告示は、平成25年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日告示第77号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年６月25日告示第150号） 

この告示は、平成27年７月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日告示第65号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年12月27日告示第115号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月３日告示第231号） 

この告示は、令和２年７月３日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日告示第53号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日告示第44号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の伊賀市建設工事等検査要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に契約を締結した工事等について適用し、施行日前に契約を締結した工事

等については、なお従前の例による。 



6/14 

様式第１号（第７条関係） 
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様式第１号の２（第７条関係） 
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様式第１号の３（第７条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第９条関係） 
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様式第４号（第10条関係） 
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様式第５号（第11条関係） 
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様式第６号（第11条関係） 
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様式第７号（第11条関係） 

 


